
１－１ 

 

議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

 

知事からの意見聴取に対する回答の承認について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により知事から意見

を求められた令和６年 11 月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府

教育委員会事務決裁規則第５条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回

答した。 

この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第７条第２項に基づき承認する。 

 

令和６年 12 月 23 日 

大阪府教育委員会       

 

〇予算案 

 １ 令和６年度大阪府一般会計補正予算案（第４号）の件（教育委員会関係分） 
 

 

〇条例案 

１ 職員の給与に関する条例等一部改正の件 

 

＜参考＞ 

  〇大阪府教育委員会事務決裁規則 

（事務の専決及び代決） 

第５条 第３条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教

育長がその事項を代決することができる。 

（専決した事項等の報告） 

第７条  （略） 

 ２ 第５条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会

議において報告し、その承認を受けるものとする。 



９３億１，７２９万３千円

５，６４６億９，３２０万２千円

５，７４０億１，０４９万５千円

上段　令和６年度補正予算案額

中段　令和６年度現計予算額

下段　令和６年度補正後予算案額

事 業 名 事 業 内 容 の 説 明

人 事 委 員 会 勧 告 の 実 施 93億1, 729万3千円

に 伴 う 給 与 改 定 3, 671億1, 164万9千円

3, 764億2, 894万2千円

「令和６年職員の給与等に関する報告及び勧告」の実施に伴う給与改定
を行うために必要な人件費を増額

（参考）給与改定の概要
・給料表の改定（平均３．３２％引上げ）
・期末・勤勉手当を０．０５月分ずつ引上げ
　　　　　　　　　　　（年間４．５０月分⇒４.６０月分）
・実施時期：令和６年４月１日

教育庁 令和６年度一般会計補正予算案（第４号）の概要

一般会計

補 正 予 算 案 額

現 計 予 算 額

補 正 後 予 算 案 額

〔　一　般　会　計　〕

事 業 費

1- 2



  １－３ 

○条例案 

 

番号 

 

 

件    名 

 

概          要 

１ 

職員の給与に関する条 

例等一部改正の件 

令和６年１０月の人事委員会の勧告等を踏まえ、所要の改 

正を行う。 

〔主な改正内容〕 

・初任給及び若年層に重点を置いた給料月額の引上げ 

・初任給調整手当の上限の引上げ 

〔改正前〕月額２５１，７００円 

〔改正後〕月額２５２，４００円 

・期末手当の引上げ 

〔改正前〕１．２２５月 

〔改正後〕１．２５０月 

・勤勉手当の引上げ 

〔改正前〕１．０２５月 

〔改正後〕１．０５０月 

施行日：公布の日 

〔関係条例〕 

・職員の給与に関する条例 

・職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例 

・一般職の任期付研究員の採用等に関する条例 

・一般職の任期付職員の採用等に関する条例 
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